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こども家庭庁 成育局    

参事官（事業調整担当）  

           （ 公 印 省 略 ） 
 

 
 

令和８年度子ども・子育て支援調査研究事業の 
二次公募（国庫補助協議）について 

 
 
 
標記について「子ども・子育て支援調査研究事業の実施について」（令和５年７月３日こ

成事第３２９号こども家庭庁成育局長・支援局長通知）のとおり実施することとし、今般、

「令和８年度子ども・子育て支援調査研究事業公募（国庫補助協議）要領」を別紙のとお

り定めたので通知する。 
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令和８年度子ども・子育て支援調査研究事業公募（国庫補助協議）要領 

 

標記国庫補助協議については、別紙様式（協議書）の提出によることとする。 

なお、協議書の作成及び提出については、以下１～９を十分に踏まえて行うこと。 

 

１ 提出書類  

別紙様式「令和８年度子ども・子育て支援調査研究事業国庫補助協議（応募）につい

て」に定める書類 

また、応募を希望する者は「２ 提出期限」の事前エントリー期限までに応募を希望す

る課題番号・課題名と担当者の氏名・電話番号・メールアドレスを３（２）のメールアド

レスに送付すること。事前エントリーのメールに対しては翌開庁日までに担当者よりエ

ントリーを受け付けた旨を返信するので、返信がない場合は必ずこども家庭庁成育局参

事官（事業調整担当）付人材研修係（電話：03-6862-0619）に連絡すること。 

 

２ 提出期限 

   事前エントリー：令和８年７月 27 日（月）正午 必着 

書 類 提 出：令和８年７月 31 日（金）正午 必着 

 

３ 提出方法 

（１） 提出部数（電子媒体のみ） 

下記２点の書類を（２）の電子メールアドレスあてに提出すること 

ア 別紙様式および別紙様式の２～６に定める書類（別紙１～５）をまとめた PDF フ

ァイル 

※ファイル名は「【法人名、調査研究課題番号】応募書類.pdf」 

イ 別紙様式の「７．添付書類」に定める書類をまとめた PDF ファイル 

※ファイル名は「【法人名、調査研究課題番号】添付書類.pdf」 

 

※送付する際のメールの件名は「【法人名、調査研究課題番号】Ｒ８調査研究二次公募

応募」とすること。 

※複数課題へ応募する場合は、１課題ごとに１通のメールで提出すること。また、応募

書類のファイル容量が大きく１通のメールで提出できない場合は、事前に相談のこ

と。 

  例:３課題応募の場合・・・「【法人名、調査研究課題番号】応募書類.pdf」、「【法人名、

調査研究課題番号】添付書類.pdf」各１部を１通ずつ、合

計３通（３課題分）提出 

 

（２） 送付先（提出先） 

   Email: kodomo-chousa@cfa.go.jp（事前エントリーおよび電子媒体提出先） 



 
 

４ 公募する事業 

別添１に定める調査研究課題について、都道府県又は市町村（特別区、一部事務組合及

び広域連合を含む。）（以下「都道府県等」という。）及び社会福祉法人等が実施主体とな

って、実態調査や検討等を行う事業を公募する。 

 

５ 事業採否の決定方法について 

応募のあった事業については、「子ども・子育て支援等推進調査研究事業及び子ども・子 
育て支援調査研究事業に関する企画評価委員会」（以下「企画評価委員会」という。）に諮

り、採択の可否等を決定する。 
  なお、次のいずれかに該当する事業は採択しない。 

（１） 令和９年３月３１日までに終了しない事業である場合 

（２） 事業内容が調査研究課題の内容と明らかに合致していない場合 

（３） 他制度による補助対象事業および国庫補助が廃止（一般財源化）された事業並び 

に地方公共団体の補助事業により実施していたもの 

（４） 事業の主たる目的である事務・業務の５０％以上を外部委託するものや、第三者 

への資金交付を目的とした事業 

（５） 事業の大部分が設備又は備品の購入等である事業 

（６） 営利を目的とした事業 

（７） 補助対象額が５００千円に満たない事業 

（８） 事業に携わる者と経理に携わる者が兼務している場合 

（９） 直近３年間（令和５年度～令和７年度）において、企画評価委員会にて１点台の

評価をうけた事業者であって、別紙様式の別紙３（事業の実施体制（２））で示す

当該課題にかかる事業担当者の配置数が 0.2 未満の場合 

（10） 財務諸表等の会計書類から法人の経営状況に深刻な問題があると判断される場合 

（11） 定められた提出書類が全て提出されていない場合 

 

６ 補助基準額等 

（１） 補助基準額 

  １事業あたり 1,500 万円を上限とする。 

（２） 補助率 

  定額（対象経費の 10／10 相当） 

（３） 補助対象経費（［ ］内は社会福祉法人等における対象経費名） 

事業の実施に必要な報酬、賃金、報償費［諸謝金］、旅費、消耗品費、燃料費、食糧

費［会議費］、印刷製本費、光熱水費、役務費［雑役務費、通信運搬費］、委託料、使用

料及び賃借料、備品購入費 

   ※間接経費等は対象外とする。 

   ※上記補助対象経費以外の経費の計上は認められない。また、補助対象経費の基

準額の考え方は、別添２「国庫補助協議額積算上の費目単価」にあるとおりと

するため、必ず参照すること。 



 
 

７ 事業終了後に提出する研究報告書 (以下「成果物」という。) について 

（１）成果物については、以下の構成により作成すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）成果物については、取りまとめた事業の成果だけでなく、分析・考察を導くための

検討の経過等、詳細な記入を行うよう心掛けること。 

（３）調査のために参考とした論文等の文献等を報告書に引用する場合は、必ず出典を明

らかにすることや、著作物を改変して二次的著作物を作成し利用する場合には、その

著作権者に了解を得るなど、著作権を保有する第三者の権利等を侵害することのない

ように留意されたい。 

（４）成果物の表紙には、「令和８年度子ども・子育て支援調査研究事業」で実施した事

業であることを明記すること。 

（５）成果物はＡ４版で１３部を簡易製本（無線綴じ・背表紙付）で作成し、こども家庭

庁成育局参事官（事業調整担当）に送付すること。 

（６）成果物は冊子の他、PDF ファイル(１ファイル 10MB 以内、それを超える場合は 10MB

ごとに分割すること)を電子メール等により提出すること。 

※USB メモリ、CD-R 等の記録媒体による提出は不要 

※Word、Excel、PowerPoint、一太郎等の原稿ファイルによる提出は不可。 

（７）事業実績報告書提出後は、成果物を実施主体のホームページ上に掲載する等、国民

に対して積極的に情報提供を行うこと。 

成果物（ガイドブックや報告書等）の著作権は、実施主体に帰属することから、無

償で行う成果物の頒布や提供、貸し出し等は事業者の判断で行って構わないが、利益

を目的とした販売等を行うことは認められないこと。 

（８）採択事業の研究成果について、研究成果によって生じた著作物及びその二次的著作

物の公表をするもので、学術的影響の大きい科学雑誌への投稿、報道機関への発表等

社会的に大きな影響を与える成果の利用をする場合は、事前にこども家庭庁の各公募

テーマ担当部署へ相談すること。なお、本事業を英語表記する場合は「Research 

Project in the fiscal year 2026 to Promote Support for Children and Child-

Raising」とする。 

 

 

 

 

① 事業要旨(調査の概要をまとめたもの) 

②  事業目的 

③ 事業の実施内容(アンケート、現地調査、ヒアリング等成果に至 

るプロセスを記入) 

④  調査等の結果 

⑤  分析・考察 

⑥  成果の公表方法(実施主体のホームページへの掲載等) 



 
 

８ 留意事項 

（１）事業の実施方法等は調査研究課題個票の下欄に示したこども家庭庁の担当課室・担

当者と必ず事前に協議を行い、事業を開始すること。 

（２）事業採択後は、事業の実施計画及び事業概要を、実施主体のホームページ等を通じ

て情報発信に努めること。 

（３）補助対象は、内示日（事業採択通知の発出日）以降の事業費となるので留意するこ

と。 

（４）所要額内訳書に対象経費として計上していない経費は、後に補助対象として認めら

れないため、応募の際は漏れなく記入すること。 

（５）事業終了後、提出された成果物等を基に企画評価委員会において事後評価を行い、

その評価結果については、事業実施者に対し個別に通知する。なお、事後評価におい

て、著しく低い評価であった事業実施者については、事業実施年度の翌年度から３年

間において応募があった場合、事業採択にあたっての考慮要素となるので留意するこ

と。 

（６）会計検査院の検査の対象にもなることから、都道府県等においては、補助金と事業

に係る予算と決算との関係を明らかにした交付要綱の様式１による調書を作成すると

ともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、当該調書及び証拠書類

を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を

受けた日）の属する年度の終了後５年間保管すること。また、社会福祉法人等におい

ては、本補助金の収入及び支出に関係する帳簿及び証拠書類（契約書、請求書、領収

書及び管理簿等）を、事業終了後５年間保管すること。 

 

９ 補助金執行の適正性確保 

（１）本補助金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の規定により交付

されるものであり、不適正な使用が認められた場合、刑事罰が科されることがあるの

で、適正な執行に努めること。 

（２）事業の執行状況及び経理状況を調査するため、事業の実施中又は終了後にこども家

庭庁職員による現地調査を行う場合があることに留意すること。 

（３）事業が採択された場合には、所属職員に対して本補助金に関する不正行為等を発見

した場合の国への通報窓口（本補助金の事務局）を周知すること。 


